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非化石価値取引市場について 
 電力システム改革貫徹のための政策小委員会（貫徹小委）中間とりまとめ（平成29年2月）にお
いて、①非化石価値を顕在化し、取引を可能とすることで、小売電気事業者の非化石電源調達目
標の達成を後押しするとともに、②需要家にとっての選択肢を拡大しつつ、固定価格買取り（FIT）制
度による国民負担の軽減に資する、新たな市場である非化石価値取引市場を創設することとされた。 

 FIT電源については2017年度に発電したFIT電気から市場取引対象とし、非FIT電源についても、住
宅用太陽光のFIT買取期間が初めて終了する2019年度の電気から市場取引対象とすることを目途
にしつつ、できるだけ早い時期に取引開始できるよう努めることとされた。 
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（参考）エネルギー供給構造高度化法 

（目的） 
第一条  この法律は、エネルギー供給事業者によって供給されるエネルギーの供給源の相当部分を化石燃料が占めており、かつ、
エネルギー供給事業に係る環境への負荷を低減することが重要となっている状況にかんがみ、エネルギー供給事業者による非化石
エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、エネルギー供給事業の
持続的かつ健全な発展を通じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与すること
を目的とする。 

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 

 エネルギー供給構造高度化法は、エネルギーの安定供給・環境負荷の低減といった観点から、電
気やガス、石油事業者といったエネルギー供給事業者に対し、非化石エネルギー源の利用を拡大
するとともに、化石エネルギー原料の有効利用を促進することを目的としている。 

 非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断基準（以下、告示）にて、小売電気事
業者は、自ら供給する電気の非化石電源比率を2030年度に44％以上にすることが求められてい
る。 
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１．非化石エネルギー源の利用の目標 
  電気事業者は、平成42年度において供給する非化石電源（エネルギー源としてエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利
用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（平成21年法律第72号）第２条第２項に規定する非化石エネルギー源（以
下単に「非化石エネルギー源」という。）を利用する電源をいう。以下同じ。）に係る電気の量（省略）に、非化石電源に係る電気に
相当するものの量（再エネ特措法第2条第5項に規定する特定契約に基づき当該電気事業者が調達する同条第2項に規定する再生可能エネ
ルギー電気であって、同法第55条第1項に規定する調整機関が認定した電気の量をいう。）を加算した量の、供給する全ての電源による
発電量に対する比率（以下「非化石電源比率」という。）を電気事業（電気事業者の行う小売供給に係る事業をいう。以下同じ。）全
体として44％以上（省略）とすることを目標とすることとする。 

非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断基準（平成２９年 経済産業省告示 第１３０号） 
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FIT非化石証書の売り上げと賦課金の関係について 
 賦課金（納付金）単価は、毎年度、適用する年度の前年度末に公表することとしている。 

 このため、X年度の賦課金単価には、X-1年度中に行われたオークションの売り上げを反映すること
とする。 

 X-1年度中に行われたオークションにおける売上額が少なく、X年度の賦課金単価に影響が生じな
い場合には、X年度の賦課金単価に反映することを見送り、X年度に行われるオークションの売上額
と合算し、X+1年度の賦課金単価で反映することとする。 
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論点２ オークションにおけるFIT非化石証書の入札価格について① 
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 FIT電源については、需要家がFIT賦課金として費用を負担していること等に鑑み、環境価値が需要
家に配分されてきたところ。（売れ残り証書に係る余剰非化石電気相当量については、今後も、需要
家全体に配分される。） 

 今後、FIT電源に係る非化石証書を購入した事業者は、環境価値を独占的に使用できるようになる
にも関わらず、著しく低い価格で大量に購入されれば、非化石証書の売却収入によるFIT賦課金の
軽減に役立たない一方で、他の小売事業者の排出係数が悪化することで、多くの需要家の排出量が
悪化するなどの影響が生じる。 

 また、FIT電源に係る非化石証書の価格が著しく低くなった場合には、Jクレジットやグリーン電力証書
の価格にも影響を与える可能性があり、再生可能エネルギー電源の維持インセンティブに好ましくない
影響を与えるおそれがある。 

 他方で、今後高度化法の中間評価の基準を設定した場合などにおいて、非化石電源の投入量が目
標に到達しないなど需要が供給を上回る場合には、非化石証書の価格が高騰する懸念があるとの指
摘がある。 

 こうした観点から、FIT電源に係る非化石証書については、入札最低価格及び最高価格を設定する
こととしてはどうか。 
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非化石電源比率の中間評価について 

貫徹小委 中間とりまとめ （抜粋） 
P１５（３）留意事項 
高度化法告示（非化石エネルギーの利用に関する電気事業者の判断基準）では、政府は、定量的な中間評価の基準を設け、評価
を行うことで目標達成の確度を高めることとされている。本委員会の議論においては、この基準について、3Ｅ＋Ｓとの整合性を図りながら、
ＦＩＴ法の施行時期や今後の非化石電源の導入状況等を踏まえつつ、適切かつ慎重に設定する必要があるとの意見が大勢であった。
政府においては、こうした点に留意しつつ、中間評価の在り方等に係る検討を進めるべきである。 

平成２６年度及び２７年度並びに旧外地特会決算議決にあたっての指摘事項 （衆 決算行政監視委員会 抜粋） 
（再生可能エネルギー） 
再生可能エネルギーについては、小売電気事業者が非化石電源比率に係る目標の達成に向け適切に取り組むことができるよう、政府
は、エネルギー供給構造高度化法に基づく定量的な中間評価の基準を早期に示すべきである。 

 非化石エネルギー源の利用に関する電気事業者の判断基準（平成２９年 経済産業省告示 
第１３０号）1．④にて、「非化石電源比率の目標到達に向けて、国は、毎年、事業者（複数
の事業者で取組を行っている場合にあっては、当該複数の事業者）の単位で、目標到達の状況
と到達に向け適切な取り組みを行っているかを評価するものとする。加えて、定量的な中間評価の
基準を設け、評価を行うことで目標達成の確度を高める。」と規定されている。 

 貫徹小委の議論も踏まえ、中間評価の在り方について引き続き検討を行う。（FIT由来電源以
外の非化石証書の取引が開始される時期を目途に検討を行う。） 
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中間評価の基準設定にあたって勘案すべき事項 
 中間評価の基準を設定するにあたっては、2030年目標達成（非化石電源比率44%）との整
合性を踏まえつつ、小売電気事業者による非化石エネルギー源の利用の状況等を勘案したもの
である必要があるのではないか。 

法令上求められる事項 
• 高度化法に規定される要件（第5条関係）を勘案したものであること 
①エネルギー需給の長期見通し 
②小売電気事業者による非化石エネルギー源の利用の状況 
③非化石エネルギー源の利用に関する技術水準 
④再生可能エネルギー源の利用に係る経済性その他の事情 
 

• 中間評価の基準については、定量的かつ評価可能なものであること 
→高度化法告示において、「定量的な中間評価の基準を設け、評価を行うことで目標達成の確度を高める」と規定。 

 
実態上勘案すべき事項（案） 
• 小売事業者による実行可能性 

• 非化石価値取引市場等を活用して目標達成が可能となるかどうか 等 
• 小売競争に与える影響（一部の事業者が多くの非化石電源を保有 等） 

 
• 非化石価値取引市場との関係 

• 非FIT再エネ電源等を新設・維持するインセンティブへの影響  
• 非化石証書の売上げを活用したFIT国民負担の軽減 等 
 

 
※非化石価値取引市場における最低・最高価格や、売れ残り証書の取り扱い等についても中間評価の基準の議論にあわせて
改めて検討が必要ではないか。 


